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(1) 検討の全体像

2



SAFに係る課題の全体像
(1) 検討の全体像

（国産ニートSAF）
 十分な製造量を確保し、製造コストを採算可能な範囲にするために、(2)原料調達、(3)製造支援の課題
 CORSIAに基づくオフセット義務を履行するためにSAFを活用することを前提として、当該SAFが(4)CORSIA適格燃料として認められるた

めの対応が必要
（国産SAF・輸入SAF共通）
 国産ニートSAFの製造後又はニートSAFの輸入後は、ASTM規格等に基づく検査を受け、当該規格の認証を取得する必要があるところ、

(5)ニートSAF及び混合SAFに関する国内の検査体制、(6)SAFの品質管理・輸入SAF受入の課題
 SAFを利用する段階では、(7)空港における受入・給油での課題
 2050年を見据えた長期的な検討課題
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文書の構成
(1) 検討の全体像

 本体資料 我が国におけるSAFの普及促進に向けた課題・解決策
(1) 背景と概要
(2) 国産SAFの製造に係る課題（原料調達）
(3) 国産SAFの製造に係る課題（SAFの製造支援）
(4) 国産SAFの製造に係る課題（CORSIA適格燃料として認められるための対応）
(5) SAFの規格遵守・認証体制に係る課題（国内検査体制）
(6) SAFの規格遵守・認証体制に係る課題（品質管理・輸入SAF受入）
(7) 空港における課題
(8) 長期的な検討課題
(9) 全体総括

 別添１ SAFの導入ポテンシャルに関する検討
 別添２ SAFの原料に関するヒアリング結果（要点抜粋）
 別添３ SAF関連政策事例集
 別添４ 持続可能な航空燃料（SAF）のCORSIA適格燃料化に係る課題の整理
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(2) 国産SAFの製造に係る課題（原料調達）
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1) 課題の特徴と検討のアプローチ
(2) 国産SAFの製造に係る課題（原料調達）

 原料調達に関する下記３つの課題について、下記のとおり対応。
A) 必要な原料の量が存在するか → SAFのポテンシャル推計
B) 各原料の収集が実際に可能であるのか → ヒアリング等により整理
C) SAF製造用途に供給が可能であるか → ヒアリング等により整理

ポテンシャル及び
原料別の課題の解決の方向性を提示

SAFの原料候補の概要

原料カテゴリ 原料の概要

油脂系

バイオ

マス

残渣 ・食用油・廃獣脂・PFAD・POMEからの廃棄油脂

主産物
・上記とは異なり、油糧作物として土地を利用し生

産されるもの（ジャトロファ等）。

セル

ロース

系バイ

オマス

※1

残渣

・農業残渣：作物の収穫時や加工時に発生する残渣

（稲わら等）

・森林残渣：林地に放置された残材。

・製材残渣：製材工場等から発生する樹皮や背板な

どの残材。

・建設発生木材：建設工事に伴い、副次的に得られ

る建設副産物の一つ

その他

主産物

（糖料作物）
サトウキビ等

廃棄物

（油脂成分

を除く）

・一般廃棄物：廃棄物処理法において産業廃棄物で

ないもの。

・産業廃棄物：事業活動に伴って生じた廃棄物（廃プ

ラスチック類、紙くず、動植物性残さ等20種）。

CO2・水素

（合成燃料）

CO2と水素の逆シフト反応によるCOの製造、CO

と水素のFT合成反応によるパラフィンの合成を経

て製造。

藻類※2
光合成により高速で増殖する微細藻類等を大量培

養し、それらが生成する藻油から一貫製造。

原料 製造方法 原料から得られるSAFの量

廃棄油脂 HEFA 0.51
（原油換算トンSAF/原油換算トン原料）

油糧作物 HEFA 0.43
（原油換算トンSAF/原油換算トン原料）

農業残渣・森林残渣・
製材残渣・建設発生

木材

Gasification-FT/
Alcohol to jet

50%ずつ

0.11
（原油換算トンSAF/乾燥トン原料）

サトウキビ ATJ 0.035
（原油換算トンSAF/乾燥トン原料）

都市ごみ Gasification-FT 0.12
（原油換算トンSAF/乾燥トン原料）

CO2・水素 逆シフト反応-FT
1.37

（トンSAF/トン水素）

製造ポテンシャル推計に当たって用いた換算係数

※１ 耕作放棄地等で栽培される主産物のセルロース系原料（ミスカンサス、ネピアグラス等）も候補
としては挙げられるが、ここでは耕作放棄地の活用用途として、油糧作物を対象に検討を行った。

※2 商業規模への拡大について検討がなされている途上にあり、先行事例においてもポテンシャ
ル推計がなされていないため、本資料では推計を行っていない。

※世界経済フォーラムClean Skies for Tomorrow「Sustainable Aviation Fuels as a 
Pathway to Net-Zero Aviation」（2020)等を参考に換算係数を設定。なお、この換算係
数は、原料から燃料への変換効率及び製造される燃料のうちSAFの製造を最大化するよう設計
した場合に得られるSAFの割合をパラメータとして含む。

（参考）SAFの製造コストの見通し（製造プロセス別）

（
円
／
リ
ッ
ト
ル

SA
F換

算
）

44円/l

88円/l

132円/l

176円/l

220円/l

264円/l

308円/l

352円/l

396円/l

製
造
コ
ス
ト
（
米
ド
ル
／
ト
ン

SA
F）

440円/l
再エネ電力が
安価な地域では
より低額の範囲

484円/l

出所）WEF（2020）” Clean Skies for Tomorrow Sustainable Aviation Fuels as a 
Pathway to Net-Zero Aviation INSIGHT REPORT”グラフ右軸は1ドル110円で換算。
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2) SAFのポテンシャル推計結果
(2) 国産SAFの製造に係る課題（原料調達）

 下記３つの考え方に従って、SAFのポテンシャル推計を実施
推計① 未利用量のみSAFに振り向ける場合
推計② 未利用量に加え発電用等バイオマス以外の供給源がある既利用分をSAFに振り向ける場合
推計③ 全ポテンシャルをSAFに振り向ける場合

 足元のポテンシャルを推計したもの。ただし、CO2・水素については2030年における水素供給目標を用いて推計した。 藻類についてはポテン
シャル推計を行っていない点に留意。

 本推計は、経済性を考慮した製造可能量を表すものではない。実現にあたっては、原料調達のインセンティブの付与や（技術開発、スケール
アップ、立地選定等による）製造コスト低下が重要である。

国内原料由来のSAFポテンシャル推計まとめ（万kL/年）

HEFA ガス化FT合成、AtJ ATJ ガス化FT合成 PtL
合計廃棄

油脂

主産物

(油糧作物)

農業

残渣

森林

残渣

製材

残渣

建設発生

木材

主産物

(糖料作物)

一般

廃棄物

産業

廃棄物※

CO2・

水素
推計① 5.0 3.2 73 87 1.4 2.2 - 3 17 514 706

推計② 5.6 3.2 73 106 3.1 3.4 - 259
17～

118
514

984～

1,085

推計③ 21 3.2 106 122 64 55 2.3 306 118 514 1,313

 

  

24

774

514

製造方法別積上げ

PtL

ガスFT合成
+AtJ

HEFA

 

 
1,313 

 （参考）1,315※ 

※2019 年におけ

る本邦エアライン及

び外航エアライン

による国内給油量 

 

 

9

460
～563

514

製造方法別積上げ

 

 
984～

1,085 

 （参考）1,315※ 

 

 

 

8
184

514

製造方法別積上げ

 

 706 

 （参考）1,315※ 

 

 

 

原料別積上げ

 

984～

1,085  

（参考）1,315※  

 

 

  

原料別積上げ

CO2・水素

産業廃棄物

一般廃棄物

主産物（糖料作物）

建設発生木材

製材残渣

森林残渣

農業残渣

主産物（油糧作物）

廃棄油脂

 

1,313 
 

（参考）1,315※  
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原料別積上げ

 

706  

（参考）1,315※  

 

原料別国内SAF製造ポテンシャル積み上げ 製造方法別国内SAF製造ポテンシャル積み上げ

推計① 推計② 推計③ 推計① 推計② 推計③
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３)国内におけるSAF原料の状況の総括（１／２）
(2) 国産SAFの製造に係る課題（原料調達）

カテゴ
リ

原料
名

A)国内SAFポテンシャル 原料調達の現状
解決の方向性・政策kL/年 推計対象範囲 B)収集可能性 C)他用途等との競合

油
脂
系
バ
イ
オ
マ
ス

残
渣

廃棄
油脂
（食用
油・廃
獣脂）

①約5.0万
②約5.6万
③約21万

①海外輸出分
②燃料原料として活用さ
れている廃棄油脂（国内
利用、海外輸出計）
③国内における処理回収
全量（飼料・工業原料を
含む）

・排出者に処理責任があるが、主に収
集・運搬事業者によって取引がなさ
れている。

・廃棄油脂の利用用途は所有者である
排出者が決定。大口排出者（コンビ
ニ・スーパーマーケット等）におい
ては発電用途等での自社消費の意向
も強い。

・2019年回収量38万トンのうち、飼
料・工業原料として28万トン、燃料
原料（国内）として1万トン、燃料原
料（海外）として9万トンが利用。

・海外需要家による旺盛な需要あり。
・FIT制度（2021~22年度）においては、

17円/kWhのインセンティブ

・①海外流出に一定の歯止めをかける
対策（国内利用促進策等）

・②大口排出者の利用志向に関する協
議（SAF利用の推奨）

・③飼料・工業用の代替原料の提案
・低質油脂の回収可能性

※近隣諸国においては、中国において
17万kL、その他のアジア諸国で数万
～数十万kLの未利用量が賦存。

欧州向けに100万トン/年オーダーで輸出されているとの海外環境NGOによる分
析結果があり、未利用量についても、欧州における需要との価格競争に晒され
る可能性が高い。

中国等との二国間連携による原料確保
の可能性検討

廃棄
油脂

(PFAD,
POME)

※国内では発生なし。パーム油生産国
のインドネシア・マレーシア・タイ
は PFAD 由来で約 175 万 kL/ 年、
POME由来で約73万kL/年に相当す
る賦存量

・PFADはパーム油の精製工場、POME
は搾油工場が発生源。

・POMEは油脂の抽出にコストがかか
り、現状有効利用されていない。

PFADは海外需要家との競合、POMEは
生産国内におけるエネルギー利用との
競合となる。

インドネシア、マレーシア、タイとの
二国間連携による原料確保の可能性検
討

主
産
物

油糧
作物

約3.2万
国内における荒廃農地に
おける油糧作物（例とし
てジャトロファ）の生産

具体的な油糧作物の栽培を想定した栽
培向けの適地の把握、栽培量、採算性
について検討が必要。

他の作物の販売価格など他用途で圃場
を用いる場合の採算性に勝る必要があ
る。

事業採算性のある農業経営、圃場の最
大限の活用方策の検討（輪作・二毛作
等）

セ
ル
ロ
ー
ス
系
原
料

残
渣

農業
残渣

①②
約73万
③約106万

①②農作物非食部の未利
用量(６９%)

③農作物非食部の全量

・農家が収集する際の課題は、採算性、
機械化、労働力等。

・作物の収穫周期によって発生し、安
定的に発生しない。

特に競合はない。 農家に対する収集に係る支援（既存の
支援策の援用も含む）

森林
残渣

①約87万
②約106万
③約122万

①林地残材の未利用量
(71%)

②①+バイオマス発電に
供されている量(87%)

③林地残材の全量

・製材所等への運搬コストは14,000-
15,000円/㎥のオーダー

・FIT制度によるインセンティブにより
収集可能なものは収集済み

・森林計画制度にて区域別の伐採立木
材積の計画量が定められている

FIT制度（2021~22年度）においては、
32円/kWh又は40円/kWhのインセン
ティブ

・排出者等と、コストの負担方法を含
めたSAF向けの利用可能性について
協議・連携

・FT合成の場合、発電とSAF製造の併
用の可能性に関する検討

 推計①については、ポテンシャルとしては存在するものの既存のインセンティブ等が働いた上で未利用となっていることを踏まえると、実現にあたっ
ては、新たな又はより強いインセンティブが必要となると考えられる。

 推計②については、原料をSAFに振り向けることを優遇する政策等の取組みも重要となると考えられる。
 推計③については、排出者との連携等の取組みも重要となると考えられる。
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３)国内におけるSAF原料の状況の総括（２／２）
(2) 国産SAFの製造に係る課題（原料調達）

カテゴ
リ

原料
名

A)国内SAFポテンシャル 原料調達の現状
解決の方向性・政策

kL/年 推計対象範囲 B)収集可能性 C)他用途等との競合

セ
ル
ロ
ー
ス
系
原
料

残
渣

製材
残渣

①約1.4万
②約3.1万
③約64万

①製材残材の未利用量(2%)
②①+バイオマス発電に供さ
れている量(5%)

③製材残材の全量

製材所で発生するため収集コストはか
からない。

・ほぼ全量が他用途で利用済み（製
材所利用等）

・FIT制度（2021~22年度）におい
ては、24円/kWh又は入札制度に
よって決定されるインセンティブ

・排出者等と、コストの負担方法を含
めたSAF向けの利用可能性について
協議・連携

・FT合成の場合、発電とSAF製造の併
用の可能性に関する検討建設

発生
木材

①約2.2万
②約3.4万
③約55万

①建設発生木材の未利用量
(4%)

②①+バイオマス発電に供さ
れている量(6%)

③建設発生木材の全量

既存の廃棄物処理のロジスティクスが
確立されている。

・ほぼ全量が他用途で利用済み（再
資源化等）

・FIT制度（2021~22年度）におい
ては、13円/kWhのインセンティブ

糖料作物 ③約2.3万
③サトウキビ国内生産量全
利用を想定

海外と比較してエタノールの製造コス
トが高い。 食料用途等との競合

・食料競合への配慮
・事業採算性のある農業経営、圃場の
最大限の活用方策の検討

廃棄物
（油脂成分を

除く）

一般廃棄物
①約3.0万
②約259万
③約306万

産業廃棄物
①約17万
②約17万
～118万
③約118万

一般廃棄物
①直接最終処分されている
量(1%)

②①＋発電用に供されてい
る一般廃棄物の量(84%)

③一般廃棄物の発生量全量

産業廃棄物
①再生利用されていない廃
プラスチック類、紙くず、
動植物性残さ(15%)

③廃プラスチック類、紙く
ず、動植物性残さ発生全量

・一般廃棄物については、商用化サイ
ズのプラントに要する処理量に比べ
て収集規模の小さい地域においては、
処理責任を有する自治体による組合
の結成や広域化・集約化を促進させ
ることが重要。

・産業廃棄物については、排出者に処
理責任があるため、収集可能性を高
めるためには大口排出者との連携が
重要。

・一般廃棄物については、多くが発
電用に供されている。

・特に産業廃棄物について、マテリ
アルリサイクル可能なものは極力
マテリアル利用（プラスチック
等）することが廃棄物行政の意向。

・FIT制度（2021~22年度）におい
ては、17円/kWhのインセンティブ

・循環型社会形成推進交付金による
エネルギー回収型廃棄物処理施設
等の整備補助

・発電用途からSAF向けに切り替える
又は発電用とSAF製造用の併用を図る
ための行政等との連携（インセン
ティブの検討含む。）

・収集可能性の更なる検討（一般廃棄
物については広域連携、産業廃棄物
については大口排出者との連携）

・SAF製造に関連する廃棄物処理施設
等への交付金の活用

CO2・水素 約514万
グリーン成長戦略における
2030年水素供給量目標300万
トンから推計

・水素供給のためのコスト低減
・CO2供給源に関する技術的な利用可
能性

他部門において水素や合成燃料の需
要が多く存在（発電用、陸上輸送用、
舶用等）

・水素生産コスト低減に向けた技術開
発・実証（特に地産地消の観点）

・他セクターも巻き込んだ市場の創出
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結論
(2) 国産SAFの製造に係る課題（原料調達）

 我が国におけるSAFの原料の賦存量（副産物油脂については近隣諸国も含む）から、
推計①未利用量のみSAFに振り向ける場合
推計②未利用量に加え発電用等バイオマス以外の供給源がある既利用分をSAFに

振り向ける場合
推計③全ポテンシャルをSAFに振り向ける場合

という３つの観点でSAF製造ポテンシャル及び各原料を調達するための課題や解決の方向性
を取りまとめた。

 概して、
推計①については、ポテンシャルとしては存在するものの既存のインセンティブ等が働いた
上で未利用となっていることを踏まえると、実現にあたっては、新たな又はより強いインセ
ンティブが必要となると考えられる。
推計②については、原料をSAFに振り向けた場合に優遇する政策等の取組みも重要と
なると考えられる。
推計③については、排出者との連携等の取組みも重要となると考えられる。
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(3) 国産SAFの製造に係る課題
（SAFの製造支援）
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1) 課題の特徴と検討のアプローチ
(3) 国産SAFの製造に係る課題（SAFの製造支援）

 SAFの製造支援については、国内においても技術開発プロジェクトを通じた支援が行われているが、海外では様々な種類の政策が検討、実
施されている。

 国産SAFを普及促進させるための政策の検討に資するよう、SAFの製造のみならず、利用に関する政策も含め、海外の政策オプションの
全体像を整理の上、各政策の特徴や我が国に適用する場合の検討課題について整理した。

 政策オプションとしては、ア）長期的な政策枠組み、イ）R&D支援、ウ）直接的手法、エ）経済的手法、オ）誘導的手法、カ）政府調
達、キ）業種横断的なアライアンス、ク）自主的取組（参考）が考えられる。

原料調達 SAF製造 SAF利用

課題

政策
オプション

 SAFの原料が必要量存在するか
 産出源の状況やコストに照らし、
原料の収集が可能であるか

 他の用途との競争（価格競争
等）に対処可能か

 SAFを製造する動機付けがあるか
 製造技術が確立されているか
 設備投資に対する回収が可能か（SAF製
造事業の事業性が成り立つか）

 SAFを利用する動機付けがあるか
 最終製品として販売するまでのサプライチェーン
が確立されているか（(5)(6)として検討）

 SAFの継続的な購入者がいるか

 R&D支援：SAF原料調達に関
する実証

 経済的手法：SAF向けに原料を
供給するようにインセンティブ等を
差別化

 長期的な政策枠組み：目標設定、投資リ
スクの軽減

 R&D支援：政府や民間の技術開発支援
 直接的手法：供給義務
 経済的手法(建設時)：建設・設備改修に
対する補助金や債務保証

 経済的手法(販売時)：販売時インセン
ティブ、税制優遇

 長期的な政策枠組み：目標設定
 直接的手法：導入義務
 経済的手法：排出量の計上時における優遇
 誘導的手法：SAFユーザーの導入実績報
告・公表等

 政府調達：政府のSAF利用
 自主的取組（参考）：民間のSAF購買イニ
シアチブ

 業種横断的なアライアンス：官民の多様なステークホルダーの連携
 自主的取組（参考）：関係者間の協力、航空機利用者によるSAF購買イニシアチブ

 原料の排出者を含む多様なステークホルダーの連携が取れているか
 SAF以外の製品（副産物やディーゼル）の購入者がいるか

SAF製造における課題と政策オプションの全体像
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２)政策オプションに関する我が国の現状・検討課題（１／２）
(3) 国産SAFの製造に係る課題（SAFの製造支援）

 比較的取組がし易く効果の高いと考えられるもの（政府調達、自主的取組みの後押し等）に先行的に取り組みつつ、エアラインと燃料供給事
業者の間のSAF調達に係る個社間の合意が促進される環境が醸成されるよう、 (2)に示した原料別のきめ細やかな政策を含む様々な政策
ツールを総動員することにより、国産SAFの製造ポテンシャルが最大化し、我が国における国産SAFの製造・導入促進につながると考えられる。

手
法 分野 政策

メニュー 概要（適用対象・内容等） 我が国における現状・検討課題 効果 海外事例

SAFに関する長期的な政策
枠組み

- SAFの長期的な導入目標等
の政策的な枠組み

- 地球温暖化対策計画において航空分野のCO2削減目標（2030年度）を設定。
- 国土交通省においては、SAFの普及に関する工程表及び本邦エアラインの2030年燃料使
用量の10%をSAFに置き換える目標が提示。（ANA・JAL両社は、2030年までに10％に
増加させることを目指す2030 Ambition Statementに署名）

- 2022年ICAO総会に向け、国際航空分野における長期目標が策定予定であり、当該目標
も踏まえたより長期的な政策枠組みが望まれる。

中 米国SAFグランドチャ
レ ン ジ , RefuelEU
Aviation

R
&
D
支
援

原料調達 原料調達実
証

- 原料の調達も含めた調達可
能性の実証支援（海外では
原料となる作物の栽培も支
援）

- NEDOバイオジェット燃料生産技術開発事業（2017～2024年度、2021年度予算55.8億
円）においてHEFAに加えガス化・FT合成やATJによるSAF製造技術の確立や、サプラ
イチェーンの構築に対し支援。

- グリーンイノベーション基金の下で合成燃料及びSAFに関するプロジェクトの公募が開
始される予定である。

- グリーン成長戦略（令和３年６月）において、2030 年頃には、既製品と同等の100 円
台/L まで低減し、実用化を達成する目標

- 今後のR&D支援にあたっての対象技術の選定や支援規模については、広範な原料による
SAF製造を後押しすることを目的としつつ、(2)の結果を踏まえ、将来にわたる供給ポテ
ンシャルやCO2削減ポテンシャルの観点がより重要になると考えられる。

- 国交省においては、2022年度以降、空港の再エネ等を活用したSAFの地産地消モデルの
構築に向けた調査・検討が行われる予定。

中 欧米で実施例あり
（ITAKA, NARA）

SAF製造 技術開発実
証

- 新たな技術開発に対する実
証補助

中 欧米で多数プロジェク
トが進展中

直
接
的
手
法

SAF製造 導入義務
（供給側）

- ジェット燃料供給者に対し
てSAFの最低比率等の達成
を義務付け

- 我が国における類似の先行制度として、エネルギー供給構造高度化法において石油精製
業者によるバイオエタノールの利用目標量を規定。

- RefuelEU Aviation規則案の検討過程における論点として、導入義務の適用対象、適用
開始時期と適用期間、目標指標、目標水準、合成燃料の取扱い、タンカリング防止措置、
会計目的のSAFの移転、罰則が挙げられる。

- 国内航空分野で用いられるSAFについては、持続可能性基準の検討が必要。

高 ノルウェー・スウェー
デンで施行、米国、
EU、英国等で検討中

SAF利用 導入義務
（需要側）

- エアライン等の需要家に対
してSAFの導入を義務付
け

高 RefuelEU Aviation 立
案時のオプション

経
済
的
手
法

SAF製造
（ 建 設
時）

建設支援
（補助金）

- SAF製造設備の建設や改修
に対する直接的な補助金

- SAF製造プラントに対する補助金、債務保証、公的融資の規模は数百億円規模にも上る。
カーボンニュートラルに向けた投資促進税制、グリーン投資促進ファンド等、政府系金
融機関による公的支援が実施されており、こうした支援策も念頭に、数百億円規模の出
融資を念頭としたスキーム構築について協議が必要。

- クライメート・トランジション・ファイナンスの取組が推進されており、SAF製造事業
者が、SAF製造事業を含めた脱炭素社会の実現に向けた長期的な戦略を策定、投資家に
対する開示、対話を行うことで当該企業による資金調達の確度を高めることができるも
のと考えられる。

高 カリフォルニア州など
で実施例あり

建設支援
（融資）

- SAF製造設備の建設や改修
に対する公的な融資の実施

高 オレゴン州などで実施
例あり

建設支援
（債務保証、
その他）

- SAF製造設備の建設に対す
る公的な債務保証等

高 米国農務省によるプロ
グラム等の例

SAF製造
（ 販 売
時）

イ ン セ ン
ティブ

- 再生可能燃料の導入目標の
設定

- 高度化法ではバイオエタノールの導入目標が設定済。2023年4月以降SAFを目標達成に
利用可能であり、エタノールと同等の価格シグナルは存在。

- 更に、再生可能燃料証書として市場において明示的な価格シグナルを与えることもアイ
デアとして考えられるが、取引市場や再生可能燃料証書の二重計上が発生しないための
登録簿の整備などが必要

中 米英で実施中
（ RFS2, LCFS,
RTFO）
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２)政策オプションに関する我が国の現状・検討課題（２／２）
(3) 国産SAFの製造に係る課題（SAFの製造支援）

手
法 分野 政策

メニュー 概要（適用対象・内容等） 我が国における現状・検討課題 効果 海外事例

経
済
的
手
法

SAF
製 造
（ 販
売
時）

航空セクター
の優遇（原料
調達面）

- SAFに供されるバイオマス
に優先的に経済的インセン
ティブ付与

- 高度化法の目標達成のためにSAFを利用する場合の優遇措置を検討する余地はあると考
えられる。ただし、原料の確保を促すための政策については、我が国のエネルギー政策
や社会全体の持続可能性も考慮しつつ、原料の現在の取扱いを踏まえた検討が必要

中 EU RED2で実施中

税制優遇 - ジェット燃料関連税制の見
直し

- 国際線と国内線それぞれの場合のSAFとジェット燃料の税制や、財源をいかに確保する
かについて検討が必要

高 米国Build Back Better
Act案、EUエネルギー
課税指令の改正案

販売時インセ
ンティブ
（固定価格）

- FITやFIT CfDと同様の仕組
み

- FIT制度を参考とすると、再エネ特措法及び関連規則に相当する事項（調達価格、入札、
認定、費用負担調整等）の整備が必要。

高 なし（EUでは一部関
係者が提言）

SAF利用 クライメー
ト・トランジ
ション・ファ
イナンス

- 長期的な戦略に則った排出
削減の取組の支援を目的と
した金融手法

- クライメート・トランジション・ファイナンスは、エアラインに対するファイナンス手
法としても捉えることができる。エアラインにおいて、SAFを利用することがクライ
メート・トランジション・ファイナンスの供給を受ける要件となる場合には、エアライ
ンがSAFを利用する後押しに繋がるものと考えられる。

中 EUのタクソノミー規
則に基づくリストにお
いて、輸送用のバイオ
燃料をグリーンな活動
として位置づけている

SAF 購 入 用
サーチャージ

- 燃料サーチャージの導入を
行い、エアラインのSAF購
入費用に充当

- 現状サーチャージは国際線において導入されているが、運賃への転嫁制度設計及び運用
に当たっては、国際競争力の観点にも照らして、航空利用者の理解を得ることが重要。

高 AirFrance-KLM が
2022年1月に導入（最
大12ユーロ／航空券）

誘
導
的
手
法

SAF利用 SAF利用時の
CO2削減カウ
ント

- SAF利用時のCO2排出量を
ゼロとして計上

- 温室効果ガスインベントリや温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度において、バイ
オ燃料を使用した場合の排出量はゼロとして計上。

- CORSIAのようにライフサイクルベースで計上することを検討する場合には、他分野と
の間で排出量が二重に計上されないように整理が必要。

低 EUETSにおいて適用

SAF利用報告
公表

- SAF導入量の報告義務及び
政府の公表

- 効果的な公表の方法について検討が必要。 低 RefuelEU Aviation 立
案時のオプション

政
府
調
達

SAF利用 SAFの政府調
達

- 政府や地方公共団体による
SAFの調達

- 現状、飛行検査業務における飛行検査機にSAFを導入しており、今後も航空局が保有す
る航空機におけるSAF導入が期待される。

- グリーン購入法における、国等の公的機関が率先して購入すべき環境物品等に位置付け
ることがアイデアとして考えられる。

- 地球温暖化対策法における政府実行計画、地方公共団体による実行計画などへSAFを盛
り込むこともアイデアとして考えられる。

中 米 国 Sustainable
Aviation Fuel Act 案
（国防省の調達義務）、
ATAG Waypoint 2050
SECOND EDITION 提
言

業種横断的なアライアンス

- SAFの導入を促進するため
の業種間連携

- 2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会に向けたバイオジェット燃料の導入
までの道筋検討委員会、本燃料小委員会等

- 2022年度からは、経済産業省及び国土交通省の下でSAFに関する官民協議会が設置され、
工程表に基づく取組みが進められる。

- 体制構築にあたっては、SAF以外の副産物等の需要家も巻き込みながら検討することが
望ましい。

中 米国CAAFI等多数

自
主
的
取
組
み

SAF利用 関係者間の協
力
SAF購入イニ
シアチブ

- 関係者によるSAFの普及促
進に向けた自主的な取組み

- 民間企業によるSAF利用フ
ライトに対するコミットメ
ント

- ANAとJALが共同レポート「2050年航空輸送におけるCO2排出実質ゼロへ向けて」
（2021年10月）を策定し、SAFの普及に向けて協力していく姿勢を示している。

- ANAは2021年10月にSAFの活用拡大及び航空利用者の排出削減対策への貢献を目的とす
る「SAF Flight Initiative」を開始。

- ゼロエミ・チャレンジを参考に、我が国でSAFを普及させるための自主的取組みに参加
する企業を政府がPRすることが一案。

高 ユナイテッド航空、マ
イクロソフト社、デロ
イト社等、世界経済
フォーラムにおける
Sustainable Aviation
Fuel Certificate
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(4) 国産SAFの製造に係る課題（CORSIA適
格燃料として認められるための対応）
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1) 課題の特徴と検討のアプローチ
(4) 国産SAFの製造に係る課題（CORSIA適格燃料として認められるための対応）

 SAFの国産SAFの導入を推進していくにあたっては、我が国のSAF製造事業者がICAOによって承認された持続可能性認証スキーム（SCS: 
Sustainability Certification Schemes） による認証を取得し、当該SAF製造事業者が製造するSAFがCORSIA適格燃料（CEF: 
CORSIA Eligible Fuel） に係る持続可能性基準に基づく認証を取得することが重要である。

 燃料小委員会の下に、CORSIA持続可能性認証スキーム（SCS）に関するタスクグループを設置し、本邦SAF製造事業者をはじめとする
幅広いステークホルダーによる共通理解の促進を図るとともに、CORSIA適格燃料化にあたっての課題を整理し、解決策の検討を行った。

SAFがCORSIA適格燃料として認証されるまでの流れ
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2) 課題の全体像
(4) 国産SAFの製造に係る課題（CORSIA適格燃料として認められるための対応）

 課題は、①SAF製造事業者等のSCSによる認証の取得と、②ライフサイクル排出量の確認の2つに大別できる。
 ①について、 SAF製造事業者等は、認証を取得するSCSを選定し、「CORSIA Eligibility Framework And Requirements For 

Sustainability Certification Schemes」に基づいて SCS が定める持続可能性基準等の要件に適合することを証明する必要がある。
 ②について、 SAF製造事業者は、製造するSAFのライフサイクルGHG排出量を計算し、上記持続可能性基準の1つであるGHG排出量基

準に適合することを証明する必要がある。このプロセスにおいては、必要に応じて、ICAOに対して働きかけていくことが重要となる。

CORSIA適格燃料化にあたっての課題の全体像
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3) 課題に対するアクションプラン
(4) 国産SAFの製造に係る課題（CORSIA適格燃料として認められるための対応）

 継続してフォローが必要な事項の多くは、CORSIAのパイロットフェーズ（2021年～2023年）では詳細なルールの規定まで至ってないものが
多い。今後、ICAOの航空環境保全委員会（CAEP）の燃料タスクグループ（FTG）を中心にルール策定の議論が進められ、ルール決定
後には、ICAO CORSIAのウェブサイトに公開文書として定められる予定である。

 いずれもICAOによるルール策定を踏まえたうえで、詳細な検討を進める必要があると考えられる。
概要 継続してフォロー

が必要な事項
アクションプラン

テーマ 項目

SCSによる認証の

取得

SCSによる認証全

般
―

 SCSの選定

 認証機関の選定

CEF持続可能性基

準

 CORSIA 第 1

フェーズ以降に

おけるCEF持続

可能性基準

 第1フェーズより新たに追加された基準（水、土壌、大気、保全、廃棄物及び化学物質、人権及び労働者

の権利、土地利用の権利及び土地利用、水利用の権利、地域及び社会の発展、食料安全保障）の内容、

基準適合性の確認方法等運用ルールの確認

サプライチェーン

・サプライチェー

ン管理方式の検

討

 各サプライチェーンモデルの適用可能性の検討

 ISCC及びRSBによるブックアンドクレームの検討状況等の把握

 サプライチェーン全体でのChain of Custody (CoC) 認証取得

ライフサイクル排

出量

算定方法

 CORSIA 第 1

フェーズにおける

削減量の算定方

法

 新たな算定方法のフォロー

デフォルト値

 FTGへの新規デ

フォルト値の策定

要請

 FTGへのアプローチ方法の検討

 ASTM規格における承認、転換プロセスに関するデータ取得、原料に関するデータ取得、地域に関す

るデータ等の必要となる条件・データの準備

 新規デフォルト値

の策定動向

 新規デフォルト値の前提条件の確認

 各社の製造プロセスへの適用可能性の検討

 デフォルト値の適

用条件の明確化

 各社のデフォルト値適用可能性の再検証（SAFの長距離輸送を含めた排出量の概算等）

 デフォルト値変更に伴うリスクに対応するためのICAOにおける検討状況の事前把握

その他

CEFの詳細ルール

化

（低炭素化石燃料

（LCAF ） の ルー

ル化の見通し）

 （SAF市場に与える影響の検討）

（SAF100%認証

の見通し）
 （SAF100%適用条件の整理）

ブックアンドクレー

ム

 ブ ッ ク ア ン ド ク

レームの取扱い
 環境への影響及び本邦SAF製造事業者等への影響も踏まえ、国際的な議論の動向を注視
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(5) SAFの規格遵守・認証体制に係る課題
（国内検査体制）
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課題の特徴と検討のアプローチ及び調査結果
(5) SAFの規格遵守・認証体制に係る課題（国内検査体制）

 今後、国産SAFの製造が増加していくことが想定され、SAFの規格遵守・認証体制を国内で整備することが重要であり、国内で製造する可
能性のあるニートSAF及び混合後のSAFに求められるASTM D7566規格の検査体制を構築することが重要である。

 そのため、国内においてASTM D7566規格の検査を実施する実質上唯一の機関である一般社団法人日本海事検定協会における検査体
制の構築の状況について調査を行った。

→2021年12月、日本海事検定協会にてASTM D7566規格の検査に必要な機器の整備が完了したことが確認された。ただし、co-
processingや今後新たにASTM規格として成立する製造プロセスにより製造されるSAFについて、今後国内で製造する可能性がある場
合には、改めて検査体制の構築について検討を行う必要がある。

項目 内容

D1655に

含 ま れ る

試験項目

• 組成（酸価、芳香族炭化水素分、メルカ

プタン硫黄分、硫黄分）

• 揮発性（蒸留性状、引火点、15℃での密

度、析出点）

• 流動性（-20℃）

• 燃焼性（真発熱量・煙点）

• 腐食性

• 熱安定性

• コ ン タ ミ物 （ 実 在 ガ ム 、 水 分 離 指 数

（MSEP））

• 導電率
D1655に

含 ま れ な

い 試 験 項

目

• 組成（芳香族下限値）

• 炭化水素組成（芳香族、シクロパラフィ

ン、パラフィン）

• 炭素および水素

• その他組成（窒素、水、金属、ハロゲン）

• 揮発性

• 潤滑性

• 流動性（-40℃）

出所）ASTM D7566より作成（2021年現在国内製造計画の無いAnnex A3
の燃料（SIP）の項目を除く）

ASTM D7566規格の試験内容

SAFの普及に係る工程表（2021年12月）
における関連の取組み（黄色枠囲み部分）

20



(6) SAFの規格遵守・認証体制に係る課題
（品質管理・輸入SAF受入）
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課題の特徴と検討のアプローチ及び調査結果
(6) SAFの規格遵守・認証体制に係る課題（品質管理・輸入SAF受入）

 国産SAFの実用化又は海外から輸入されるSAFの導入を進めるためには、SAFの品質管理手法及び受入体制の整備が必要である。
（品質管理手法）
 2021年8月に「持続可能な代替航空燃料（SAF）の取扱要領」が石連指針を補完するものとしてとりまとめられた（参照しているジェット

燃料の取扱いや品質に係る国際規格、関係法令等の改正等に応じて、今後も必要に応じて改定される予定）。
 混合SAFを受け入れる際に通常のジェット燃料と同一の手順で検査を実施する旨規定されているため、混合SAFを空港に直接搬入する場

合には、空港において全項目検査を行う必要があるが、そのための設備が整備されていないことが課題。長距離の国際輸送を経た混合リスク、
仮にオフスペック燃料が混じった場合の関係者の責任関係等に配慮しつつ、国際標準における取扱いを踏まえて全項目検査の簡易化につい
て検討する余地があると考えられる。

（受入体制の整備）
 輸入混合SAFに関しては空港における受入設備（大型タンカーの着さん、空港側のタンク容量不足等）の整備、輸入ニートSAFに関しては

混合施設の整備及びHSコードの設定、国産SAFについては陸上輸送による受入設備の整備が課題。
→航空機運航分野におけるCO2削減に関する検討会においても課題として取り上げられており、航空局における検討状況を踏ま
えて検討を深めていく必要がある。 HSコードについては、関係省庁の連携した取組みが期待される。

出所）持続可能な代替航空燃料（SAF）の取扱要領

第１章 総 則
１．１ 目 的
１．２ 範 囲
１．３ 適 用

第２章 燃料規格
2. １ ASTM D7566 お よ び
ASTM D1655
２．２ DEF STAN 91-091
２．３ 石連規格（AFQRJOS）
２．４ 燃料規格の適用

第３章 ニート燃料
３．１ 概 要
３．２ 国内製造の場合
３．３ 輸入の場合

第４章 混合するジェット燃料
４．１ 適用規格
４．２ 取扱い

第５章 持続可能な代替航空燃料
（SAF）
５．１ 適用規格
５．２ 品質管理

第６章 出 荷
６．１ 国内製造の場合
６．２ 輸入の場合

第７章 空港給油施設での受入・貯
蔵・払出および給油
７．１ 空港給油施設での受入・貯蔵・
払出
７．２ 給油

第８章 ドラム、IBC（中間バルクコ
ンテナ）／ＩＳＯタンクコンテナの管
理
８．１ 概 要
８．２ ドラム、ＩＢＣ
８．３ ＩＳＯタンクコンテナ

持続可能な代替航空燃料（SAF）の取扱要領 初版の内容 受入体制の整備に係る課題

出所）航空機運航分野における CO2 削減に関する検討会 （第 4 回）資料より
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(7) 空港における課題
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課題の特徴と検討のアプローチ及び調査結果
(7) 空港における課題

 空港において、特にハイドラントシステムを含む共同利用貯油施設を用いてSAFを導入するためには、空港に関わる様々なステークホルダーとの
連携が必要であり、理解を得ることが重要である。

 ASTM D1655規格に適合する燃料であると認められたSAFについては、従来のジェット燃料と同一に扱われることから、空港インフラを変更する
必要はない。一方で、国際線で搭載される国産SAFに対する課税の考え方によっては、空港における数量管理システムの改修が必要となる可
能性がある。

→ステークホルダーとの連携（下表a., b.）に関しては、将来的に、SAFが導入される空港が増加していくことを見据えて、SAFを
導入する可能性のある空港は、関係者と密接なコミュニケーションを図ることが望ましい。また、国際線に搭載される国産SAFに
対する課税の考え方の整理（下表c.）については、将来、SAFの税制について検討がなされる場合に留意する必要。以上の
対応にも留意しつつ、継続的にSAFの導入を進めていくとともに、SAFのサプライチェーンの構築も含めて、ノウハウや課題解決の
手法について、関係者と共有を図っていくことにより、本邦空港全体でのSAF導入促進につなげていくことが重要であると考えられる。

a. 共同利用貯油施設を利
用するエアラインによるSAF
導入に関する合意

• 2020年に本邦空港の共同利用貯油施設においてSAFが導入された際に、一部のエアラインから、当該SAFに関する書類の
提示を求められた事例があったことを踏まえ、当該エアラインに対してヒアリングを行うとともに、本邦空港に導入されるSAFは航
空機に対する規制の観点からもASTM規格に適合することが確保されていること等について当該エアラインに対して説明を実施
するとともに、意見交換を継続しているところである。

• 関連するASTM規格に適合するSAFであれば、航空機やエンジンの改修なく導入できるものではあるものの、空港に設置され
ている各種協議会等を通じ、また、必要に応じて航空当局間での調整を経て、SAFや品質管理に対する関係するステークホ
ルダーの理解が促進されることが望ましいと考えられる。

b. 消防所管当局との連携

• 空港の給油施設は、危険物である航空燃料を取り扱うことから、消防法等が適用されていることから、これらの法
令を所管する消防庁及び自治体の消防本部等の理解を得て、連携を図ることが重要である。

• 既に省庁間の連携が図られ始めているが、今後、自治体の消防本部等においても、SAFが理解されるよう、順次促
していく必要があると考えられる。

c. 国際線に搭載される国産
SAFに対する課税の考え方
の整理

• 国際線に搭載される航空燃料（輸入航空燃料又は輸入原油から精製される航空燃料）は、関税法等の規定に従うこ
とを条件として、関税等が非課税とされている。そのため、空港においては、非課税である国際線に搭載される航
空燃料と、課税対象である国内線に搭載される航空燃料を区別して数量管理を行っている。

• 将来的に、国産SAF（国産原料から製造するSAF又は輸入原料から製造するSAF）に関する税制について検討を
行うにあたっては、特に、国際線に搭載される国産SAFに課税する場合、当該国産SAF（課税対象）と従来の航空
燃料（非課税）についても、区別して数量管理を行う必要が生じる可能性がある点に留意する必要がある。また、他
国との航空協定 において国際線に搭載される燃料は関税等が非課税とされている場合がある点にも留意する必
要があると考えられる。

課題の概要及び解決の方向性
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(8) 長期的な検討課題
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1) 課題の特徴と検討のアプローチ
(8) 長期的な検討課題

 ICAO LTAG-TGにおいては2050年以降を見据えた長期目標の検討が進められているところ、航空分野におけるCO２削減取組に関する
調査検討委員会においては、電動航空機、水素旅客機等次世代航空技術、運航技術の導入等の削減対策及び機材タイプ等別に対策
を実施した場合の削減ポテンシャルについて、長期的な見通しを検討している。この検討と、本資料の前半で述べたSAFのポテンシャルとの相
互に連携させて、今後の航空部門の脱炭素に向けSAFに対して求められる政策について検討を深めることが必要である。

→SAF製造量の長期的な見通しを試算するとともに、GHG削減の観点も含めて長期的な検討課題を整理した。

 （２）のSAFポテンシャルが2050年においても変
わらないと仮定し、2050年に向けて段階的に達成
されると仮定

 SAF製造ポテンシャルが増加するペースについては、

 セルロース系バイオマス（残渣）及び廃棄物に
ついて、International Council on Clean 
Transportation (ICCT)の分析結果を活用

 廃棄油脂については2030年にかけて線形でポ
テンシャルの上限に達し、

 その他（油脂系バイオマスの主産物、糖料作物
及びCO2・水素（合成燃料））については
2030年以降に線形でゼロから増加とおいた。

SAF製造量の長期的な見通しの試算において用いた前提条件

製造施設の普及率・原料の利用率を踏まえた
原料別のSAF製造量の検討例（ICCT,2020）
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２)長期的な検討課題の整理
(8) 長期的な検討課題

 SAF製造量の長期的な見通しは下記のとおり。2050年断面において、SAF導入の目安を2,300万kL（ANA・JAL共同レポート「2050年航空輸
送におけるCO2排出実質ゼロへ向けて」（2021年10月）の試算）と仮定すると、約1,000万kL以上の乖離を埋めるため、新たな原料によるSAFの
製造や輸入SAFの活用が重要であると考えられる。

→日本の実態にあわせたSAF製造の増加のペースについて検討するためには、具体的なSAF製造プロジェクトのサプライチェーン
に基づき、どの程度のペースで普及拡大が見込まれるのかについて精度を高めることが必要。

 GHG削減の観点からは、従来のジェット燃料との混合率の上限の引上げの観点も重要である。なお、現在、この比率の引上げに関する国際
的な議論が行われており、工程表にも記載のあるとおり、国土交通省において、「ASTMタスクフォースを通じた混合率100%引上げに向けた
議論の状況の把握」に取り組むこととされている。

SAF製造量の長期的な見通しのイメージ

（参考）EUにおける製造方法別のSAFの見立て

出所）Dr Christoph Wolff (WEF)、” ICAO Pre-Stocktaking Webinars 2021 -
Synthetic Fuels for Aviation ”, 2021年11月閲覧
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(9) 全体総括
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結論
(9) 全体総括

- 国産SAFの製造に係る課題（原料調達）について、我が国におけるSAFの原料の賦存量（副産物油脂については近隣諸国も含む）から、①
未利用量のみSAFに振り向ける場合、②未利用量に加え発電用等バイオマス以外の供給源がある既利用分をSAFに振り向ける場合、③全ポ
テンシャルをSAFに振り向ける場合という３つの観点でSAF製造ポテンシャル及び各原料を調達するための課題や解決の方向性を取りまとめた。
概して、①については、ポテンシャルとしては存在するものの既存のインセンティブ等が働いた上で未利用となっていることを踏まえると、実現にあたって
は、新たな又はより強いインセンティブが必要となると考えられる。②については、更に、原料をSAFに振り向けた場合に優遇する政策等の取組みが
有効であると考えられる。最後に、③については、排出者との連携等の取組みも重要となると考えられる。

- 国産SAFの製造に係る課題（SAFの製造支援）について、諸外国における政策動向を踏まえて我が国における政策検討に当たっての論点につ
いて整理を行った。SAFに関する長期的な政策枠組みをはじめ、SAF製造事業者に対するR&D支援、SAF製造事業者・エアライン双方に対す
る直接的手法や経済的手法、エアラインに対する誘導的手法、その他政府調達や業種横断的なアライアンス、自主的取組みの後押し等を政策
オプションとして挙げた。比較的取組がし易く効果の高いと考えられるもの（政府調達、自主的取組みの後押し等）に先行的に取り組みつつ、エ
アラインと燃料供給事業者の間のSAF調達に係る個社間の合意が促進される環境が醸成されるよう、 (2)に示した原料別のきめ細やかな政策を
含む様々な政策ツールを総動員することにより、国産SAFの製造ポテンシャルが最大化し、我が国における国産SAFの製造・導入促進につながる
と考えられる。

- 国産SAFの製造に係る課題（CORSIA適格燃料として認められるための対応）については、SAF製造事業者がCORSIAに基づく持続可能性
認証スキーム（SCS）の認証を取得する上で、共通すると考えられる課題を抽出するとともに、今後のアクションプランを策定した。

- SAFの規格遵守・認証体制に係る課題（国内検査体制）については、関連するASTM 規格に基づく試験を実施する国内体制が整備されたこ
とが確認された。ただし、co-processingや今後新たにASTM規格として成立する製造プロセスにより製造されるSAFについて、今後国内で製造
する可能性がある場合には、改めて検査体制の構築について検討を行う必要がある。

- SAFの規格遵守・認証体制に係る課題（品質管理・輸入SAF受入）については、石油連盟が策定した「持続可能な代替航空燃料（SAF）
の取扱要領（初版）」によってSAFの品質管理に関する考え方が整理されたことが確認された。一方で、品質管理手法の合理化、輸入SAFの
受入体制の構築等の課題については、今後も動向を注視する必要がある。

- 空港における課題については、特定の事例の調査を通じて、他のエアラインや消防所管当局との連携の重要性が示された。また、将来的にSAFの
税制を検討する場合において留意すべきと考えられる、国際線に搭載される国産SAFに対する課税の考え方を整理した。

- 長期的な検討課題として、原料調達に関する課題の中で検討したSAF製造ポテンシャルを元に2050年に向けた製造量の推移を試算するととも
に、更なるSAFの可能性について考察を行った。また、ASTM規格が定めるSAFの混合率の上限の引上げの観点も重要であることを付記した

- 以上を踏まえ、CORSIAへの対応及び2050年カーボンニュートラルへの貢献の双方の観点から、引き続き、オールジャパンで検討していくことが重
要である。特に、SAFの普及促進は、航空業界だけでなく我が国全体の問題である点を踏まえ、費用負担の在り方を含む将来的な政策の検討
に資するよう、航空業界だけでなく広く一般に問題意識を共有し、理解を得られるよう周知に努めていくことが重要であると考えられる。
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今後の検討課題
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今後の検討課題（候補）

今後深掘りを行う必要があると考えられる検討課題は以下のとおり。

国産SAFの製造に係る課題（原料調達）
 藻類バイオマス等対象としていない原料のポテンシャル推計、経済性の考慮
 具体的な政策を検討するにあたっての詳細な論点整理

国産SAFの製造に係る課題（製造支援）
 具体的な政策を検討するにあたっての詳細な論点整理

国産SAFの製造に係る課題（CORSIA適格燃料として認められるための対応）
 「持続可能な航空燃料（SAF）のCORSIA適格燃料化に係る課題の整理」の更新

SAFの規格遵守・認証体制に係る課題（国内検査体制）
 ASTM規格のアップデート等による影響評価

SAFの規格遵守・認証体制に係る課題（品質管理・輸入SAF受入）
 （特定された課題に対する具体的な調査の調査の実施）

空港における課題
 懸案のエアラインとの意見交換の継続

長期的な検討課題
 LTAG-TGで検討されている長期目標や我が国の実態を踏まえたSAFの将来ポテンシャル推計の精
緻化
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